
別紙 11

新旧対照表 

【外国貿易等に関する統計基本通達（昭和 59 年 10 月 17 日蔵関第 1048 号）】 

（注）下線を付した箇所が改正部分である。 

1 

改正後 改正前 

第 4章 船舶・航空機統計 

43 資 料 

船舶・航空機統計を作成するために使用する資料は、次のとおりである。 

(1) （省略） 

(2) 船長陳述書（関税法施行令第 12 条《外国貿易船の入港手続》第５項） 

(3)～(8) （省略） 

第 4章 船舶・航空機統計 

43 資 料 

船舶・航空機統計を作成するために使用する資料は、次のとおりである。 

(1) （同左) 

(2) 船長陳述書（関税法施行令第 12 条《外国貿易船の入港届等の記載事項》第

２項） 

(3)～(8) （同左） 



別紙 11

新旧対照表 

【外国貿易等に関する統計基本通達（昭和 59 年 10 月 17 日蔵関第 1048 号）】 

（注）下線を付した箇所が改正部分である。 

2 

改正後 改正前 

別紙第２ 

税 関 符 号 表 

符号 事 務 所 名 

１０００～ 

５４００

５４０３ 

５４３０～ 

９０７０

（省略） 

四日市税関支署尾鷲出張所 

（省略） 

別紙第２ 

税 関 符 号 表 

符号 事 務 所 名 

１０００～ 

５４００

５４２０ 

５４３０～ 

９０７０

（同左） 

四日市税関支署尾鷲出張所 

（同左） 



別紙 11

新旧対照表 

【外国貿易等に関する統計基本通達（昭和 59 年 10 月 17 日蔵関第 1048 号）】 

（注）下線を付した箇所が改正部分である。 

3 

改 正 後 改 正 前 

別紙第３ 

港 符 号 表 

港符号 
開 港 （ 港 区 ） 

税 関 空 港 名 

１００ 

１０３ 

１０４ 

１２０～ 

１２３ 

１２４ 

１２５～ 

２４６ 

２４７ 

２５０及び 

２５２ 

２５３ 

２６０及び 

２６２ 

２６５ 

３００～ 

３２０ 

３２１ 

（省略） 

東京国際（空） 

成田国際（空） 

（省略） 

新潟（空） 

（省略） 

百里（空） 

（省略） 

福島（空） 

（省略） 

仙台（空） 

（省略） 

岡山（空） 

別紙第３ 

港 符 号 表 

港符号 
開 港 （ 港 区 ） 

税 関 空 港 名 

１００ 

１０３ 

１０４ 

１２０～ 

１２３ 

１２４ 

１２５～ 

２４６ 

２４７ 

２５０及び 

２５２ 

２５３ 

２６０及び 

２６２ 

２６５ 

３００～ 

３２０ 

３２１ 

（同左） 

東京国際 

成田国際 

（同左） 

新潟空港 

（同左） 

百里 

（同左） 

福島空港 

（同左） 

仙台空港 

（同左） 

岡山空港 



別紙 11

新旧対照表 

【外国貿易等に関する統計基本通達（昭和 59 年 10 月 17 日蔵関第 1048 号）】 

（注）下線を付した箇所が改正部分である。 

4 

改 正 後 改 正 前 

３２２～ 

３４６ 

３４７ 

３５０ 

３５１ 

３５２～ 

３６４ 

３６５ 

３６６～ 

３７５ 

３７６ 

３８０～ 

４０３ 

４０４ 

４２２～ 

４４２ 

４４３ 

４５０及び 

４５２ 

４５３ 

４６０～ 

５００ 

５０２ 

（省略） 

広島（空） 

（省略） 

美保（空） 

（省略） 

高松（空） 

（省略） 

松山（空） 

（省略） 

関西国際（空） 

（省略） 

富山（空） 

（省略） 

小松（空） 

（省略） 

中部国際（空） 

３２２～ 

３４６ 

３４７ 

３５０ 

３５１ 

３５２～ 

３６４ 

３６５ 

３６６～ 

３７５ 

３７６ 

３８０～ 

４０３ 

４０４ 

４２２～ 

４４２ 

４４３ 

４５０及び 

４５２ 

４５３ 

４６０～ 

５００ 

５０２ 

（同左） 

広島空港 

（同左） 

美保 

（同左） 

高松空港 

（同左） 

松山空港 

（同左） 

関西国際 

（同左） 

富山空港 

（同左） 

小松 

（同左） 

中部国際 



別紙 11

新旧対照表 

【外国貿易等に関する統計基本通達（昭和 59 年 10 月 17 日蔵関第 1048 号）】 

（注）下線を付した箇所が改正部分である。 

5 

改 正 後 改 正 前 

５０４～ 

５２３ 

５２４ 

５４０ 

（削除） 

５４３～ 

６０４ 

６０５ 

６０６ 

６２０～ 

６６０ 

６６１ 

６６２～ 

６７０ 

６７１ 

６７２～ 

７０３ 

７０４ 

７０５～ 

７２０ 

７３０ 

７４０～ 

７４３ 

７４４ 

（省略） 

静岡（空） 

（省略） 

（削除） 

（省略） 

福岡（空） 

北九州（空） 

（省略） 

大分（空） 

（省略） 

宮崎（空） 

（省略） 

長崎（空） 

（省略） 

佐賀（空） 

（省略） 

熊本（空） 

５０４～ 

５２３ 

５２４ 

５４０ 

５４２ 

５４３～ 

６０４ 

６０５ 

６０６ 

６２０～ 

６６０ 

６６１ 

６６２～ 

６７０ 

６７１ 

６７２～ 

７０３ 

７０４ 

７０５～ 

７２０ 

７３０ 

７４０～ 

７４３ 

７４４ 

（同左） 

静岡空港 

（同左） 

尾鷲 

（同左） 

福岡 

北九州 

（同左） 

大分空港 

（同左） 

宮崎 

（同左） 

長崎空港 

（同左） 

佐賀空港 

（同左） 

熊本空港 



別紙 11

新旧対照表 

【外国貿易等に関する統計基本通達（昭和 59 年 10 月 17 日蔵関第 1048 号）】 

（注）下線を付した箇所が改正部分である。 

6 

改 正 後 改 正 前 

７４５及び 

７５０ 

７５２ 

７５３～ 

８１１ 

８１２ 

８１３ 

８１４及び 

８１５ 

８１６ 

８１８～ 

８２２ 

８２３ 

８４０～ 

８５３ 

８５４ 

９００～ 

９０６ 

９０７ 

９０８ 

９１０及び 

９９０ 

（省略） 

鹿児島（空） 

（省略） 

新千歳（空） 

函館（空） 

（省略） 

旭川（空） 

（省略） 

青森（空） 

（省略） 

秋田（空） 

（省略） 

那覇（空） 

新石垣（空） 

（省略） 

７４５及び 

７５０ 

７５２ 

７５３～ 

８１１ 

８１２ 

８１３ 

８１４及び 

８１５ 

８１６ 

８１８～ 

８２２ 

８２３ 

８４０～ 

８５３ 

８５４ 

９００～ 

９０６ 

９０７ 

（新規） 

９１０及び 

９９０ 

（同左） 

鹿児島空港 

（同左） 

新千歳 

函館空港 

（同左） 

旭川 

（同左） 

青森空港 

（同左） 

秋田空港 

（同左） 

那覇空港 

（新規） 

（同左） 



別紙 11

新旧対照表 

【外国貿易等に関する統計基本通達（昭和 59 年 10 月 17 日蔵関第 1048 号）】 

（注）下線を付した箇所が改正部分である。 

7 

改正後 改正前 

別紙第７ 

減 免 税 条 項 等 符 号 表 

（定率法の部） 

符号 適用条項 減免税等適用物品（概要） 備考 

11001～ 

12018

12013 

12014～ 

12021

12007 

12009 

12010 

12011 

12012 

（省略） 

（省略） 

（省略） 

法第 20 条の２第１項 

令第 57 条第９号 

法第 20 条の２第１項 

令第 57 条第 10号 

法第 20 条の２第１項 

令第 57 条第 11号 

法第 20 条の２第１項 

令第 57 条第 12号 

法第 20 条の２第１項 

令第 57 条第 13号 

（省略） 

軽減税率適用品目 

（省略） 

（省略） 

 〃 （農林漁業用重油及び粗油） 

（省略） 

（省略） 

（省略） 

（省略） 

別紙第７ 

減 免 税 条 項 等 符 号 表 

（定率法の部） 

符号 適用条項 減免税等適用物品（概要） 備考

11001～ 

12018

12013 

12014～ 

12021

（新規） 

12009 

12010 

12011 

12012 

（同左） 

（同左） 

（同左） 

（新規） 

法第 20 条の２第１項 

令第 57 条第９号 

法第 20 条の２第１項 

令第 57 条第 10号 

法第 20 条の２第１項 

令第 57 条第 11号 

法第 20 条の２第１項 

令第 57 条第 12号 

（同左） 

軽減税率適用品目 

（同左） 

（同左） 

（新規） 

（同左） 

（同左） 

（同左） 

（同左） 



別紙 11

新旧対照表 

【外国貿易等に関する統計基本通達（昭和 59 年 10 月 17 日蔵関第 1048 号）】 

（注）下線を付した箇所が改正部分である。 

8 

改正後 改正前 

（暫定法の部） 

符号 適用条項 減免税等適用物品（概要） 備考

25023～ 

27058

28041 

28042～ 

28062

（削除） 

28037 

28064～ 

28069

（省略） 

（省略） 

（省略） 

（削除） 

法第９条第１項 

令第 32 条第１項第 16 号 

（省略） 

（省略） 

軽減税率等適用品目 

（省略） 

（省略） 

（削除） 

（省略） 

（省略） 

（暫定法の部） 

符号 適用条項 減免税等適用物品（概要） 備考

25023～ 

27058

28041 

28042～ 

28062

28019 

28037 

28064～ 

28069

（同左） 

（同左） 

（同左） 

法第９条第１項 

令第 32 条第１項第 16 号 

法第９条第１項 

令第 32 条第１項第 17 号 

 (同左) 

（同左） 

軽減税率等適用品目 

（同左） 

（同左） 

 〃 （農林漁業用重油及び粗

油） 

（同左） 

 (同左) 


